
評議員報酬等支給基準 

（目的） 

第１条 この支給基準は、公益財団法人日本中小企業福祉事業財団の評議員に対す

る報酬等の支給の基準について定めることを目的とする。 

（報酬の区分） 

第２条 評議員の報酬は、評議員手当とする。 

（評議員手当） 

第３条 評議員手当は、評議員会出席１回につき、５０，０００円（税別）を支給

する。 

（旅費） 

第４条  鉄道距離で１００ｋｍを超える地域からの移動には、旅費を支給する。 

（旅費の計算） 

第５条 旅費は原則として、当該者が初めに申告する財団登録の居住地を基点とし

た経済的に安価な最短順路により計算する。 

ただし、業務の都合、天災・事故、その他やむを得ない理由のときは、この限

りではない。 

（旅費の基準） 

第６条 旅費は、次に定める鉄道賃・船賃・航空賃等の交通費及び宿泊料をいう。 

（１） 交通費は、実費（鉄道賃及び船賃はグリーンを適用）を支給する。

（２） 宿泊料は、１泊につき２０，０００円を支給する。

（宿泊料の特例） 

第７条 評議員会の開始時間や終了時間の事情により、又は天災・事故、その他の

やむを得ない事情により宿泊しなければならない場合には、業務執行理事の判断

により、宿泊料を支払うことができる。 

（協議処理） 

第８条 この支給基準により処理できない特別な場合は、その都度、業務執行理事

が協議して決定する。 



（報酬及び旅費の支給日・支給方法） 

第９条 評議員の報酬及び旅費は、評議員会開催日後７日以内に支給する。 

２ 評議員の報酬は、法令に基づき評議員の報酬から控除すべき金額を控除し、そ

の残額を支給する。報酬と旅費は評議員の同意を得て、評議員本人が指定する金

融機関の預貯金口座へ振り込みにより支給する。 

 

（改廃） 

第１０条 この支給基準の改廃については、評議員会の承認を得るものとする。  

 

 

   附 則 

この支給基準は、平成２５年４月１日から施行する。 

 


